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議会改革調査特別委員会 調査中間報告書 

 

 
【はじめに】 

  雄武町議会は、令和２年６月に議会活性化調査特別委員会を設置し「議会基本条例

の制定」、「タブレット端末の導入によるペーパーレス化」、「一般質問の YouTubeでの

録画配信」など、町民に開かれた議会と議会議員活動の活性化を推進してきました。 

しかしながら、全国的に町村議会が直面している最大の課題は、議員のなり手不足

問題と言われており、全国各地の自治体で町村議員選挙「無投票」が続出し、さらに

は定員割れも発生する状況が散見されています。雄武町議会においては、直近２回の

改選では、選挙となったものの、令和９年４月の次期改選期には、後継者の課題など

から無投票、定員割れも危惧される状況となっています。 

このことから、令和６年９月に新たに「議会改革調査特別委員会」を設置し、前身

の議会活性化調査特別委員会での取り組みを継承した「町民に開かれた議会の更なる

推進」に「議員のなり手不足対策」を加えて議論を開始し、計１８回にわたる委員会

を開催し、今回、一定の結論にいたりましたので、中間報告として、以下、ご報告い

たします。 

 

 

１． 委員会開催等の検討経過 

 ＜特別委員会の開催状況＞ 

〇令和６年 第 １回  令和６年１２月１２日   

 〇令和７年 第 １回  令和７年 １月２９日   

 〇令和７年 第 ２回  令和７年 ２月２６日 

 〇令和７年 第 ３回  令和７年 ３月２６日 

 〇令和７年 第 ４回  令和７年 ４月２４日 

 〇令和７年 第 ５回  令和７年 ５月２８日 

 〇令和７年 第 ６回  令和７年 ７月２４日 

 〇令和７年 第 ７回  令和７年 ８月２８日 

 〇令和７年 第 ８回  令和７年１０月 ３日 

 〇令和７年 第 ９回  令和７年１０月２４日 

 〇令和７年 第１０回  令和７年１１月１０日 

 〇令和７年 第１１回  令和７年１１月２５日 

 〇令和７年 第１２回  令和７年１２月１２日 

 〇令和７年 第１３回  令和７年１２月２５日 

 〇令和８年 第 １回  令和８年 １月１６日 

 〇令和８年 第 ２回  令和８年 １月２６日 

 〇令和８年 第 ３回  令和８年 ２月 ３日 

 〇令和８年 第 ４回  令和８年 ２月２６日 

   

＜先進地視察調査＞ 

 〇道外行政視察調査（議会改革関係） 令和７年１０月２７日～３０日 

  視察先 福島県会津若松市議会 

  内 容 「議会改革について」 
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 〇道内行政視察調査         令和７年１２月２日 

  視察先 興部町議会 

  内 容 「議員なり手不足対策・議会改革の取り組みについて」 

 

＜議員定数・議員報酬に関する町民意見交換会＞ 

 〇雄武会場 令和８年２月１０日 地域交流センター    町民 ８名参加 

 〇沢木会場 令和８年２月１２日 沢木住民センター    町民 ５名参加 

 〇魚田会場 令和８年２月１３日 音稲府地域住民センター 町民 ２名参加 

 〇幌内会場 令和８年２月１４日 幌内歴史と生活の家   町民 １名参加 

  

【主なご意見】 

  ●議員のなり手不足は、人材育成が大切 

  ●議員報酬の引上げは良いが、議員活動の見える化が必要 

  ●議員定数を削減した上での報酬増額であれば良い      

 

 

２． 中間報告事項 

 （１）議会報告会及び町民意見交換会 

町民の多様な意見を聴取し、町民と町政の課題を共有するため、議会報告会及

び意見交換会を実施しました。一人でも多くの方が参加できるよう開催時期、開

始時間、曜日を工夫しながら、計４回実施し延べ５８名の参加をいただきました。 

町民から生の声を聴きディスカッションすることで、町政の課題を共有する

ことができてきていることから、今後も実施を継続するとともに、更に幅広く意

見を聴取するため、議員が出向く「出張型」の意見交換会も開始するなど、「議

会活動の見える化」の更なる推進が必要です。 

 

 （２）議員定数の適正化 

議員定数については、議論のできる人数、議会運営機能の維持のため、定数 

１０人を維持することが望ましいとするものの、２月１０日から町内４か所で

開催しました町民の皆さまとの意見交換会において、「人口減少、議員報酬増額

による町財政への影響を考慮し、一定程度議員定数を削減すべき」とのご意見を

いただき、再協議の結果、定数を１削減し議員定数９人が適切と判断いたしまし

た。 

 

 （３）議員報酬の見直し 

議員のなり手不足問題は、さまざまな要因がありますが、その大きな要因のひ

とつが低額な議員報酬にあると言われております。近年、地方分権改革の進展に

伴い地方議会の役割が大きくなり、各町村議会の議会改革の取り組みが加速し、

議員の活動量は増加していますが、議員報酬の水準はほぼ３０年以上変化のな

いままとなっております。 

このため、令和６年７月、全国町村議会議長会において「地方自治における議

会の重要性を考えた場合、全国の町村議会が一定水準以上の活動をし、議員報酬

の水準を確保していくことが重要」と決議され、議員報酬額決定までの指針が示

されました。 
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本町議会においても、地方行政における二元代表制の一方の機関として、町民

の意思を町政に的確に反映させ、雄武町としての最良の意思決定を導く責任を

負っており、町の未来を議決する機能を十分に発揮するため、「後継者育成のた

め若年層を含めた幅広い世代からの新たな人材の発掘」、「町民に開かれた議会

活動の更なる活性化を図るための議員の活動量の増加」を考慮した適正な報酬

水準を確保するため、次の改選期から大幅な引き上げが必要との結論にいたり

ました。 

 

 （４）議員のなり手不足対策の取組 

     議員のなり手不足の原因のひとつとして、議会の役割と議員のやりがいが住

民に十分浸透していないとの指摘から、議会が取り組むべき対策として、議会

広報紙の充実をはじめ、議会報告会・町民意見交換会の開催、議会のユーチュ

ーブ配信等の取り組みなどが挙げられています。 

本町議会においても、これらの取り組みを進めているところでありますが、

なり手不足の改善にまで実を結んでいるとはいえない状況にあります。 

今後は地域に貢献したい方々が躊躇することなく、次期改選期に向けて新た

に議員となる意欲を持てるように、現職議員がその後押しをするため、議会が

主体となって将来の議員を養成する講座の実施を早急に検討する必要がありま

す。 

 

 

 

    

議員定数、議員報酬の見直しについては、次期改選期（令和９年５月）から 

 

 議員定数を １０人から９人とする。 

 

議員一人報酬月額を１８０，０００円から２４０，０００円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




